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視
点

　
特
定
地
域
づ
く
り 

　
事
業
協
同
組
合
制
度
の
概
要

　

昨
年
６
月
４
日
に
施
行
さ
れ
た
「
地
域
人
口
の
急

減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の

推
進
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
き
、
マ
ル
チ
ワ
ー
ク

に
よ
る
雇
用
の
創
出
に
よ
っ
て
、
産
業
の
担
い
手

不
足
に
悩
む
地
域
の
事
業
者
と
、
地
方
へ
の
移
住

に
関
心
を
抱
く
都
市
部
の
若
者
な
ど
を
つ
な
ぐ
画

期
的
な
手
法
と
し
て
こ
の
制
度
は
誕
生
し
た
。

　

地
域
の
事
業
者
は
、「
仕
事
は
あ
る
が
人
が
い
な

い
」「
繁
忙
期
と
閑
散
期
の
差
が
大
き
く
、
通
年
で

人
を
雇
う
仕
事
量
は
な
い
」「
１
人
常
勤
で
雇
う
の

は
経
営
体
力
的
に
厳
し
い
」
な
ど
の
課
題
を
抱
え
、

他
方
、
都
市
部
の
若
者
な
ど
は
、「
地
方
へ
の
移
住

に
対
す
る
興
味
は
あ
る
が
、
地
方
の
仕
事
の
雇
用

条
件
が
不
安
」「
何
も
知
ら
な
い
土
地
な
の
で
、
ま

ず
は
さ
ま
ざ
ま
な
業
務
を
経
験
し
た
い
」
と
の
思
い

を
抱
い
て
い
る
、
と
い
う
ケ
ー
ス
が
少
な
か
ら
ず

あ
る
。
本
制
度
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
と

労
働
者
派
遣
法
を
活
用
し
、
事
業
協
同
組
合
を
通

じ
て
、
地
域
の
事
業
者
が
人
材
を
シ
ェ
ア
す
る
こ

と
に
よ
り
担
い
手
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
就
業

者
に
対
し
て
安
定
し
た
所
得
と
社
会
保
険
、
多
様

な
働
き
先
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
若
者
な
ど

が
地
域
に
入
る
環
境
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

派
遣
先
の
組
み
合
わ
せ
は
、
季
節
・
曜
日
・
時

間
な
ど
に
よ
る
業
務
の
繁
閑
や
、
農
林
水
産
業
、

食
品
加
工
な
ど
の
二
次
産
業
、
介
護
・
運
送
・
小

売
業
な
ど
の
三
次
産
業
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
多
様
な
設
計
が

可
能
で
あ
る
。

　

対
象
地
域
は
、
人
口
の
急
減
に
直
面
し
て
い
る

地
域
で
あ
る
。
人
口
規
模
・
人
口
密
度
・
事
業
所

数
な
ど
に
照
ら
し
、
地
域
づ
く
り
人
材
の
確
保
に

つ
い
て
特
に
支
援
が
必
要
な
地
区
と
し
て
、
地
域

の
実
情
に
応
じ
て
都
道
府
県
知
事
が
認
め
る
地
区

で
あ
り
、
過
疎
地
域
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
に
留
意

が
必
要
で
あ
る
。

　

財
政
面
で
は
、
組
合
の
運
営
経
費
に
つ
い
て

市
町
村
か
ら
の
支
援
に
対
し
、
国
の
特
定
地
域

づ
く
り
事
業
推
進
交
付
金
お
よ
び
特
別
交
付
税

措
置
の
対
象
と
す
る
な
ど
、
手
厚
い
財
政
支
援

措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
徴

で
あ
る
。（
図
表
１
）

　
制
度
運
用
に
当
た
っ
て 

　
留
意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て

　

制
度
の
健
全
な
運
用
を
確
保
す
る
た
め
に
、
留

意
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
本
制
度
は
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に

基
づ
く
事
業
協
同
組
合
制
度
を
活
用
し
た
上
で
、

国
か
ら
の
財
政
支
援
を
組
み
合
わ
せ
て
い
る
も
の

で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
、
組
合
は
派
遣
労
働
者
を
少

な
く
と
も
二
つ
以
上
の
派
遣
先
事
業
者
へ
派
遣
し
、

か
つ
、
一
事
業
者
当
た
り
の
労
働
時
間
を
年
間
総

労
働
時
間
の
８
割
以
内
に
抑
え
る
必
要
が
あ
る
。

地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の

新
た
な
組
合
づ
く
り
に
つ
い
て

　
〜
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
協
同
組
合
制
度
〜

総
務
省
自
治
行
政
局
地
域
力
創
造
グ
ル
ー
プ
地
域
振
興
室

一
事
業
者
へ
の
派
遣
が
８
割
を
超
え
る
と
、
個
社

の
直
接
雇
用
と
実
質
的
に
差
が
な
く
な
り
、
本
制

度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
、
労
働
需
要
に
応
じ
た
職
員
を
確
保
す
る
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一
事
業
者
へ
の
派
遣
が
８
割
を
超
え
る
と
、
個
社

の
直
接
雇
用
と
実
質
的
に
差
が
な
く
な
り
、
本
制

度
の
趣
旨
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

次
に
、
労
働
需
要
に
応
じ
た
職
員
を
確
保
す
る

必
要
が
あ
る
。
派
遣
待
機
の
状
態
や
休
業
の
期
間

を
で
き
る
だ
け
短
く
し
、
派
遣
職
員
の
稼
働
率
が

８
割
以
上
と
な
る
よ
う
、
組
合
は
派
遣
先
の
確
保

に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。（
図
表
２
）

　
総
務
省
に
寄
せ
ら
れ
る
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て

　

組
合
の
設
立
を
検
討
す
る
団
体
か
ら
寄
せ
ら
れ
る

問
い
合
わ
せ
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
を
紹
介
す
る
。

人口急減法の概要

人口急減地域の課題 特定地域づくり事業協同組合制度

特定地域づくり事業協同組合員

認定

１/８

１/２市町村助成

根拠法：地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律（令和２年６月４日施行）
図表1　特定地域づくり事業協同組合制度の概要

●事業者単位で見ると年間を通じた仕事がない
●安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保できない
⇒人口流出の要因、UIJターンの障害

●地域の仕事を組み合わせて年間を通じた仕事を創出
●組合で職員を雇用し事業者に派遣
　（安定的な雇用環境、一定の給与水準を確保）
⇒地域の担い手を確保

対　　象 ： 人口規模・人口密度・事業所数などに照らし、人材確保に特に支援が必要な地区として知事が判断
  ※過疎地域に限られない
認定手続 ： 事業協同組合の申請に基づき、都道府県知事が認定（10年更新制）
特例措置 ： 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業（無期雇用職員に限る）を届け出で実施可能
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特定地域づくり事業協同組合
地域づくり人材の雇用⇒所得の安定・社会保障の確保

人材　派遣 利用　料金

市町村

都道府県

〈組合の運営経費〉

１/２
利用料金収入

１/４
交付金

１/８
特別
交付税

※このほか、設立支援に対する特別交付税措置あり

財政
支援

〈１組合当たりの財政支援のイメージ〉

利用料金収入（１,２００万円）
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＜稼働率に応じた派遣職員人件費の補助対象経費の上限額＞

図表2　特定地域づくり事業協同組合に対する財政支援の概要　
【国庫補助】
○名称「特定地域づくり事業推進交付金」（予算計上：内閣府、執行：総務省）
○組合運営費の１/２の範囲内で公費支援（国１/２、市町村１/２）　
○対象経費は、（１）派遣職員人件費、（２）事務局運営費
　・対象経費の上限額：派遣職員人件費…４００万円/年・人、事務局運営費…６００万円/年
○令和3年度予算案：５億円
○制度の健全な運用を確保するための仕組み
　①複数の事業者への職員派遣
　　・派遣職員の一の事業者での労働時間は総労働時間の８割以内
　②労働需要に応じた職員の確保
　　・派遣職員の稼働率が８割未満の場合は上限額を稼働率に応じて漸減

【地方財政措置】
○特定地域づくり事業推進交付金に係る地方負担（措置率１/２）
○特定地域づくり事業協同組合の設立支援に関する地方単独事業に係る
　市町村負担（対象経費の上限額：３００万円、措置率１/２）
※既存の移住・定住対策に係る特別交付税措置（措置率１/２（財政力補正あり）など）も活用可能。 　

補
助
対
象
経
費
の
上
限
額（
万
円
） 稼働率

（％）

•経理的基礎形成への支援（組合への財政支援）
•設立準備への支援
　（関係団体との設立準備協議会などの開催、
　組合設立準備に必要な調査、手続に係る経費など）

派遣職員 ６名　対象経費総額（組合運営費）２,４００万円/年

１/２
１/２

市町村助成１，２００万円
１,２００万円のうち、国交付金６００万円・市町村負担分６００万円
市町村負担分６００万円のうち、特別交付税措置３００万円

派遣職員人件費 2,000万円
事務局運営費 400万円
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視
点

①「
市
町
村
は
組
合
員
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
か
」

　

市
町
村
は
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
に
よ
る
と

事
業
者
に
は
当
た
ら
な
い
た
め
、
組
合
員
に
な
る
こ

と
は
で
き
ず
、
組
合
へ
出
資
す
る
こ
と
や
、
組
合
員

と
し
て
派
遣
職
員
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
市
町
村
か
ら
組
合
の
設
立
支

援
の
た
め
に
補
助
な
ど（
特
別
交
付
税
対
象
経
費
）を

行
う
こ
と
や
、
組
合
員
の
利
用
に
支
障
が
な
い
場
合

は
一
定
の
要
件
の
下
で
員
外
利
用
に
よ
り
派
遣
職
員

を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

②�「
１
時
間
当
た
り
１
０
０
０
円
と
の
総
務
省
モ
デ
ル

の
利
用
料
金
水
準
を
満
た
す
必
要
が
あ
る
の
か
」

　

総
務
省
の
説
明
資
料
に
お
い
て
、
収
支
予
算
の
一

例
と
し
て
示
し
て
い
る
利
用
料
金
は
、
あ
く
ま
で
も

例
示
で
あ
り
、
必
ず
し
も
１
０
０
０
円
と
す
る
必
要

は
な
い
。
実
際
の
料
金
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
少
な

く
と
も
最
低
賃
金
以
上
の
水
準
と
し
た
上
で
、
地
区

内
の
他
の
事
業
者
の
賃
金
や
委
託
料
な
ど
の
水
準
、

派
遣
労
働
者
の
処
遇
と
し
て
適
切
な
水
準
を
踏
ま
え

て
、
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
利
用
料
金
を
検
討
い
た

だ
き
た
い
。

③�「
組
合
の
派
遣
職
員
は
、
無
期
雇
用
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
」

　

届
け
出
に
よ
り
労
働
者
派
遣
事
業
を
実
施
で
き
る

の
は
、
全
て
の
派
遣
職
員
が
無
期
雇
用
職
員
で
あ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
。
仮
に
、
１
名
で
も
有
期
雇
用
職

員
の
派
遣
を
す
る
場
合
に
は
、
別
途
、
労
働
者
派
遣

事
業
の
許
可
を
取
る
必
要
が
あ
る
。

　
活
用
を
予
定
し
て
い
る
市
長
の
声

　

本
制
度
の
活
用
を
予
定
し
て
い
る
市
長
か
ら
の
コ

メ
ン
ト
を
紹
介
す
る
。

若
者
の
力
で
市
内
事
業
の
活
性
化
を

　

本
市
は
生
産
年
齢
人
口
が
減
少
し
高
齢
化
が
進
む

有
人
国
境
離
島
地
域
で
、
人
口
減
少
が
市
の
最
重
要

課
題
で
あ
る
。
本
事
業
に
よ
り
市
内
外
の
若
者
に
、

市
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
水
産
業
を
は
じ
め
、
観

光
・
飲
食
・
医
療
福
祉
な
ど
幅
広
い
分
野
で
活
躍
い

た
だ
き
、
市
内
の
人
手
不
足
解
消
と
若
い
力
に
よ
る

地
域
活
性
化
を
図
り
、
若
者
の
転
出
抑
制
・
移
住
・

定
着
に
つ
な
げ
て
ま
い
り
た
い
。

将
来
を
見
据
え
た
地
域
づ
く
り

　

本
市
は
、
四
国
一
の
広
大
な
面
積
を
有
し
、
過
疎
、

振
興
山
村
、
辺
地
、
特
定
農
山
村
な
ど
の
地
域
指
定

と
な
っ
て
い
る
。
地
域
的
な
条
件
不
利
性
も
あ
り
、

国
勢
調
査
に
お
け
る
人
口
減
少
率
は
、
48･

３
％
と

高
い
。
本
制
度
に
よ
る
地
域
産
業
の
担
い
手
確
保
は

重
要
な
課
題
と
捉
え
て
お
り
、
継
続
し
た
財
政
支
援

に
よ
り
、
都
市
部
な
ど
の
若
者
目
線
を
生
か
し
、
事

業
者
の
枠
を
超
え
た
派
遣
事
業
の
拡
大
を
図
り
た
い
。

　
制
度
の
活
用
に
寄
せ
る
期
待

　

業
務
の
繁
閑
の
差
が
大
き
い
第
一
次
産
業
が
主
要

産
業
と
な
っ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は
、
マ
ル
チ

ワ
ー
ク
と
い
う
働
き
方
が
な
じ
み
や
す
い
面
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、
第
一
次
産
業
に
加
え
、
第
二
次
・
第
三

次
産
業
を
組
み
合
わ
せ
、
六
次
産
業
人
材
と
す
る
な

ど
、
地
方
へ
の
人
材
回
帰
の
受
け
皿
と
な
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
単
な
る
若
い
労
働
力
と
し
て
移
住
者
を

呼
び
込
む
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
祭
り
や
地
域
活
動

へ
の
参
画
を
通
じ
、
地
域
活
性
化
の
担
い
手
と
し
て

も
活
躍
し
て
も
ら
う
こ
と
も
有
効
で
あ
ろ
う
。

　

都
市
部
で
働
く
若
者
な
ど
の
地
方
へ
の
Ｕ
Ｉ
Ｊ

タ
ー
ン
に
よ
る
移
住
・
定
住
の
き
っ
か
け
と
し
て
、

本
制
度
が
全
国
に
普
及
し
、
安
心
し
て
地
方
で
暮
ら

し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
雇
用
環
境
が
整
っ
て
い
く

こ
と
に
大
い
に
期
待
し
な
が
ら
、
総
務
省
で
は
各
地

の
事
例
の
情
報
提
供
や
、
組
合
の
運
営
費
に
対
す
る

継
続
的
な
財
政
支
援
に
よ
り
、
地
方
の
取
り
組
み
を

後
押
し
し
て
ま
い
り
た
い
。

＜徳島県三好市＞
黒川征一市長

＜長崎県五島市＞
野口市太郎市長
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